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株式会社食環境衛生研究所
選択制確定給付企業年金規程

（目的）
第１条　この規程は、会社が実施する確定給付企業年金制度について規定するものである。

（適用範囲）
第２条　この規程は、厚生年金保険の被保険者のうち次の各号に掲げる者に適用する。
（１）常勤役員
（２）就業規則第３条に定める社員（ただし、就業規則第４条に定めるアルバイト、契約社
     員、短期雇用契約者を除く。）

（確定給付企業年金の実施）
第３条　会社は、確定給付企業年金を実施するためにベネフィット・ワン企業年金基金（以下「基金」という。）に加入する。

（加入者）
第４条　基金の加入者（以下「加入者」という。）は、第２条に規定する者のうち勤続１年以上の者（第6条第3号から第5号のいずれかに該当する者を除く。）とする。

（加入者の資格の取得）
第５条　前条に定める者は、前条に規定する期間が経過した日（当該日において休職、産前産後休暇、育児休業、介護休業中の者にあっては、復職日）に加入者の資格を取得する。
２　前項の規定により、加入者の資格を取得した者が、第6条第3号から第5号のいずれかに該当したことにより加入者の資格を喪失した後、復職した場合には復職した日

（加入者の資格の喪失）
第６条　加入者は、次の時期のいずれかに該当したときはベネフィット・ワン企業年金基金規約（以下「基金規約」という。）の定めるところにより加入者の資格を喪失する。
（１）退職したとき
（２）死亡したとき
（３）休職に該当したとき
（４）産前産後休業に該当したとき
（５）育児休業、介護休業に該当したとき
（６）常勤役員に就任したとき

（積立額）
第７条　加入者の基金規約に定める給付の計算の基礎となる額（以下「積立額」という。）は、適用区分に応じて別表１に定める額とする。
２　積立額の変更は、適用区分に応じて別表２に定める時期に行うことができる。
ただし、やむを得ないと会社が認めた場合は、時期にかかわらず変更することを認める。

（給付および給付額）
第８条　加入者が第６条の規定により加入者の資格を喪失したときは、本人の請求に基づき基金規約に基づく給付金を受け取ることができる。
２　基金からの給付の額は、基金規約の定めにより計算された額とする。

（費用の負担）
[bookmark: _GoBack]第９条　基金規約の定めるところにより基金に支払う掛金は、全額会社が負担する。

（その他細則）
第１０条　この規程に定めの無い事項については、基金規約の定めによる。

（規程の改廃）
第１１条　関係法令の改正、社会情勢の変化並びに会社の経営状況や経営方針の変更等により、会社が必要と認めた場合には、この規程の一部または全部の改廃を従業員代表の意見を聴いた上で行うものとする。

附　則

本規程は令和元年１０月１日より実施する。




























別表１

	区分
	第７条第１項の額

	常勤役員
	会社が支給するライフプラン報酬の範囲で、2,000円以上千円単位で本制度の積立額とすることを会社に申し出て、会社がこれを承諾した額

	就業規則第３条に定める社員
	一律1,000円に次のアの額とイの額を加算した額
（ア）会社が支給するライフプラン給の範囲で、2,000円以上千円単位で本制度の積立額とすることを会社に申し出て、会社がこれを承諾した額
（イ）会社が支給するライフプラン賞与の範囲で、5,000円以上千円単位で本制度の積立額とすることを会社に申し出て、会社がこれを承諾した額




別表２

	区分
	積立額の変更時期

	常勤役員
	積立額の変更を会社に申出た日以後最初に到来する、役員報酬改定月

	就業規則第３条に定める社員

	ライフプラン給における積立額：2月、8月
ライフプラン賞与における積立額：賞与支給月の前月
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